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翌
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○
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係
る
納
付
命
令
等
に
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す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
 

規
則
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
 

 

規
 
 
則
 

 
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、 

福
島
県
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
人
に
や
さ
し
い
ま

ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
八
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

福
島
県
規
則
第
五
十
八
号
 

 
 
 
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

 
福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
第
九
十
条
の
三
第
二
項
中
「
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
百
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
郵
便
局
（
」
を
「
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
二
条

に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
つ
て
」
に
改
め
、
「
を
営
む

郵
便
局
株
式
会
社
の
営
業
所
と
し
て
当
該
銀
行
代
理
業
」
を
削
り
、
「
に
限
る
」
を
「
を
い
う
」
に
、

「
「
郵
便
局
」
と
い
う
」
を
「
同
じ
」
に
改
め
る
。
 

 
第
二
百
四
十
三
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
九
条
第
十
五
号
ロ
」
を
「
第
九
条
第
二
十
一
号
ロ
」
に
改

め
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
百
四
十
三
条
第
二
項
第

三
号
の
改
正
規
定
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
規
則
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅

い
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
入
札
監
理
課
）
 

 福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
 

 
 
 
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

 
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
 

 
第
十
三
条
第
一
項
中
「
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
郵
便
局
（
」
を
「
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
つ
て
」
に
改
め
、
「
を
営
む
郵

便
局
株
式
会
社
の
営
業
所
と
し
て
当
該
銀
行
代
理
業
」
を
削
り
、
「
に
限
る
」
を
「
を
い
う
」
に
、

「
「
郵
便
局
」
と
い
う
」
を
「
同
じ
」
に
改
め
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
税
 
務
 
課
）
 

 福
島
県
規
則
第
六
十
号
 

福
島
県
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

福
島
県
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
福
島
県
規
則
第
二
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

第
二
条
第
四
号
ニ
中
「
第
二
条
に
規
定
す
る
放
送
の
業
務
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
業

務
、
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
有
線
放
送
電
話
業
務
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
業
務
」
を
「
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
放
送
の

業
務
」
に
改
め
る
。
 

第
十
七
条
第
一
号
キ
中
「
郵
便
局
株
式
会
社
」
を
「
日
本
郵
便
株
式
会
社
」
に
、
「
郵
便
窓
口
業
務
の

委
託
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
簡
易
郵
便
局
法
」
に
、
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、

「
再
委
託
業
務
を
行
う
施
設
」
を
「
簡
易
郵
便
局
」
に
改
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
四
号
ニ
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
自
然
保
護
課
）
 

 福
島
県
規
則
第
六
十
一
号
 

 
 
 
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

 
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
福
島
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
別
表
第
一
の
第
一
の
表
 
の
項
⑵
ア
中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
に
、 

を
 
 
 
 
 
 
 
 
に
改
め
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
高
齢
福
祉
課
）
 

 福
島
県
規
則
第
六
十
二
号
 

 
 
 
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

 
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
百
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。
 

４
 
納
入
期
限
が
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
入
学
検
定
料

 
及
び
入
学
料
（
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
の
専
門
課
程
又
は
福

 
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
浜
職
業
能
力
開
発
校
の
普
通
課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
免
除
を

 
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
第
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
者
の
ほ
か
、
学
費
負
担
者
が
平
成
二
十

 
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
り
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

 
律
第
百
十
八
号
）
の
適
用
を
受
け
た
区
域
（
東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
）
に
、
同
日
に
お
い
て
居
住

 
し
て
い
た
者
と
す
る
。
 

５
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

号
中
「
前
条
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
四
項
」

と
す
る
。
 

 
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
産
業
人
材
育
成
課
）
 

 

福
島
県
病
院
局
 

      

              

福
島
県
公
安
委
員
会
 

                        

「
郵
便
局
株
式
会
社
法
」
 
 「
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
」
 

11

「
第
２
条
第
２
項
」
 
「
第
２
条
第
４
項
」

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

平
成
24年

９
月
28日

 
福
島
県
病
院
事
業
管
理
者
 
髙
 
地
 
英
 
夫
 

福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
 

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
 

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
16年

福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
 

改
正
す
る
。
 

第
49条

中
「
郵
便
局
株
式
会
社
法
(平
成
17年

法
律
第
100号

)第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
郵
便
局

（
」
を
「
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
24年

法
律
第
213号

）
第
２
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務

を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
っ
て
」
に
改
め
、
「
を
営
む
郵
便
局
株
式
会
社
の
営
業
所

と
し
て
当
該
銀
行
代
理
業
」
を
削
り
、
「
に
限
る
」
を
「
を
い
う
」
に
改
め
る
。
 

第
53条

第
１
項
中
第
10号

を
削
り
、
第
11号

を
第
10号

と
し
、
第
12号

か
ら
第
16号

ま
で
を
１
号
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。
 

第
186条

第
２
項
第
３
号
中
「
第
９
条
第
15号

ロ
」
を
「
第
９
条
第
21号

ロ
」
に
改
め
る
。
 

附
 
則
 

こ
の
規
程
は
、
平
成
24年

10月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
186条

第
２
項
第
３
号
の
改
正

規
定
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

24年
法
律
第
53号

）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
規
程
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
病
院
総
務
課
）
 

福
島
県
放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平
成
24年

９
月
28日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
 
高
 
瀬
 
 
 
淳

福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号
 

福
島
県
放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
 

福
島
県
放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
18年

福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第

10号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
９
号
（
裏
）
中
「
郵
便
局
（
」
の
次
に
「
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営

業
所
で
あ
っ
て
」
を
加
え
、
「
を
営
む
郵
便
局
株
式
会
社
の
営
業
所
と
し
て
当
該
銀
行
代
理
業
」
を
削

り
、
「
に
限
る
」
を
「
を
い
う
」
に
改
め
る
。

附
 
則
 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
24年

10月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
交
通
指
導
課
）
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